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システムによる事業計画の変更等手続きの流れ図（フローチャート）

道協議会事務局

2021(R3)を選択

申請書

書類箱

活 動 組 織 等

・修正等が必要な場合は修正入力

・印刷し申請に必要な書類を添付のうえ市町村へ認定申請

連携
・確認結果を連絡し、

必要に応じ指導・助言

・内容確認後、確認結果

をメールにより連絡

・道からの予算割当は、➃の道協議会内

容確認後、逐次割当の予定

北海道農政部（振興局含む）

割当

・認定後、認定書類（認定通知書含む）一式を組織の書類箱に保管

（ファイル名）

・継続組織の変更 →「○○活動組織_R030508認定（変更）」

・新活動期間の再認定継続組織→「○○活動組織_R030508認定（当初（新期間））」

・新規組織 → 「○○活動組織_R030508認定（新規）」

該当活動組織を選択し、メニューの申請書を選び作業開始

ログイン

・保管済みの旨メールにより連絡

４５

・令和２年度末時点の直近の事業計画であることを確認

・令和３年度変更データを提出期日に応じ入力

注）面積、対象施設延長、交付金額等は、変更部分を二段書きとし、変更前を（）書で

上段に記載のこと。

・書類箱に、図面、規約（別紙構成員一覧含む）、広域協定書（別表及び別紙参加同

意書含む）、運営委員会規則を保管（工事に関する確認書、長寿命化整備計画書、
加算措置の農村協働力の深化名簿については、該当する場合に保管）

６

７
連絡

修正後

保管後

１

２

申請

※ 様式の一部改正

・一部改正に伴いシステム様式を改修

・改修済み後、別途案内（お知らせ）

・入力は案内後から可能

市 町 村

認 定

８

認定

後

保管

３

・市町村は入力と保管を終えたことをメールにより連絡
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